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１．背景と目的 

砂浜の保全を目的とした海岸事業が全国でおこな

われてきたが、砂浜が回復した後も本来の海浜植生

帯が成立しない事例も見受けられる。沖合施設によ

る海面の過度な静穏化が原因と考えられ、定期的に

砂浜を耕す手法も試みられているが、将来的には海

浜植生帯の成立・維持機構を理解して自律的な再生

を可能とする海岸管理を導入することが必要である。 

そのための基礎研究として、伊勢湾西南海岸の北

藤原工区（図１）で海浜植生の成立過程に関する現

地調査を実施している。当海岸は、老朽化した海岸

堤防を改築するにあたり、設置位置を内陸に変更す

る“セットバック”が2009年に実施され、堤防前面

に新たな砂浜空間が出現した海岸である。 

 

図１ 伊勢湾西南海岸における新旧の堤防位置 

 

２．海浜植生の成立過程  

 堤防改築工事の終了直後から植生調査を年1～3回

の頻度で定期的に実施したところ、初期には海浜植

物はほとんど出現せず、メヒシバやヒメムカシヨモ

ギ等の草地植物が急速に繁茂して海浜のほぼ全体を

覆い尽くしたことが確認された。その状態は約2年半

続いたが、2011年9月以降のわずか2ヶ月半でハマヒ

ルガオを中心とした海浜植生に急激に遷移した（図

２）。この遷移は、ごく短期間で起きたこと、波浪

から遮蔽された測線では生じなかったことから、同

期間に現地で観測された有義波高2.5mの波浪による

攪乱が原因と推測された。この場所ではその後、海

岸低木であるハマゴウも出現するようになり、次第

に海浜植物の種類も増えつつある。 

 

図２ 波浪による攪乱前後の植生分布の変化 

 

一方で、波浪から遮蔽された測線（図２中のL20）

では、土壌硬度や砂中の強熱減量の上昇も観測され、

海浜植物には不適な、硬くて有機物の多い土壌に変

わりつつある。内陸の荒れ地と変わらない植物構成

となっており、単に砂浜空間が出現しただけでは海

浜植生帯は成立しないことを示す結果となった。 

 

３．今後の展開と成果の活用 

波浪攪乱によって海浜植物に有利な条件に制御さ

れている環境要素、海浜植生帯の維持に必要な波浪

攪乱の程度を解明し、全国の海岸管理に役立てる予

定である。本研究の成果は、東日本大震災で壊滅し

た海岸の海浜植生が自然に回復するまでに今後どの

程度の年月を要するか、回復を促進させるとすれば

どのような手段が有効であるかを考えていくうえで

も参考となることが期待される。 
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１．はじめに 

建築基準法集団規定の建物用途規制の運用におい

て、建物用途の物理的影響（特に騒音、悪臭等の周

辺への悪影響）に伴う市街地環境の悪化を効果的に

防止するには、各建物用途の物理的影響特性を把握

し効果的な周辺影響対策を講じることが重要である。

そのためには、地方公共団体の環境部局に近隣住民

から寄せられる各建物用途の営業・操業等に起因す

る騒音、悪臭等への苦情とそれに対する具体的な行

政指導の内容について分析することが有効である。 

２．調査の概要  

調査協力が得られた全国20都市の環境部局より、

建物用途の営業・操業等に起因する住民苦情データ

の提供を受け、集計・分析を行った（有効サンプル

数8,514）。各建物用途の公害発生特性（公害種別、

発生要因等）、各用途地域における苦情多発建物用

途の傾向、物理的影響の測定値（騒音レベル等）、

等について集計・分析を行うとともに、行政指導等

により公害発生源・要因に対して講じられた具体的

な周辺影響対策について抽出・整理を行った。集計

結果の例を図－１～４に示す。本調査結果の詳細は、

参考文献1)をご参照いただきたい。 

３．おわりに 

本調査結果は、建物用途の物理的環境影響に係る

立地許可の技術基準（建築基準法第48条ただし書許

可基準）の検討や、建築基準法別表第二や地区計画

等における建物用途の規制内容の検討・見直し等の

ための基礎資料としての活用が期待される。 

【参考文献】 

1) 国土技術政策総合研究所都市研究部(2012)『建物用途

に起因する住民苦情と周辺影響対策に関する調査報告

書』 

http://www.nilim.go.jp/lab/jeg/kujou.pdf 
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図－１ 発生源用途地域別・建物用途別にみた苦情件数の構成比 

図－２ 主な建物用途における公害種別にみた苦情件数の構成比 
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図－３ 用途地域別の苦情騒音の分布 
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図－４ 発生源への対策別苦情件数の構成比 
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